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第２章 　集落社会による共同の維持管理の実態

と簡略化の傾向
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２—１　はじめに

(1)本章の目的

　本章では、集落社会における共同の維持管理に着目し、その簡略化の実態について明ら

かにする。

　集落社会は、閉鎖的で共同的な性格をもち、家族の構成員の参加をえて集落の自治の主

体として共同の維持管理をし家業を補完していた。しかし、過疎化・ 齢化の影 により

構成員が不 し、集落社会の仕組みには大きな変化はないが、共同体的な性格を弱めなが

らも共同の維持管理をしていると考えられる。集落を持続的に運営し地域固有の環境や景

観を維持していくためには、こうした共同の維持管理を如何に継続していくかを考えるこ

とが不可欠である。

　農業生産活動の副産物である国土保全や水源の涵養、自然環境の保全、良好な景観の形

成などの農業の多面的機能の発揮が 料・農業・農村基本法の基本理念の中に位置づけら

れた。これにともない中山間地域等直接支払制度が創 された。多面的機能を発揮してい

く母体として「集落」の役割が重要視され、集落協定 1)にもとづく農地管理等の利用管理

が展開しはじめている。

　しかし、集落が立地する環境により集落毎に それぞれ固有で独特の維持管理のシステ

ムが存在している。多様な利用管理の実態の中に一定の共通原理を見出すことは、集落の

維持管理のシステムを再生・強化していくために重要であると考える。

　そこで本章では、まず共同の維持管理の実態を明らかにし、維持管理の簡略化の傾向を

把握する。次いで、その共同の維持管理の差異がどのような要因によって影 を受けるか

を抽出することを目的とする。

(2)調査分析の枠組みと方法

1)本章の対象

　斎藤（1999）は管理をハードとしての「開発管理」・「維持管理」とソフトとしての「運

営管理」と「生活管理」の大きく 4 つに分けている。また、その管理の対象となる空間を

「専有空間」「共有空間」「公有空間」の 3 つに分けて考えている。

　集落において「専有空間」の管理は、集落の範囲の大 分を占めるが、一般的に家族経

営の農業における家産管理である。一方、「共有空間」および「公有空間」の管理は集落
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の範囲に占める割合は少ないが、一般に集落の自治的な運営の一形態としての共同の維持

管理である。本章は、集落の自治的な機能と環境との関係に着目し住民に共用されている

「共有空間」及び「公有空間」の「維持管理」を集落社会が行っているものについて研究

を進めるものである。

2)対象地の選定

　研究の対象として取り上げる 野市は、 野盆地に位置し飯綱 原をはじめとする多様

な地形の山々に囲まれている。昭和 41 年に 2 市 3 町 3 村による大合併が行われ、山間

には様々な集落が立地し、協定集落の数が 108(平成 12 年 2 月現在)を数える。

　集落を単位とした比 を行い、多様な集落の実態に応じた共同の維持管理のあり方を導

き出すためには適切であると判断し研究の対象地とした。

図 2-1　 野市の概要と対象集落の位置
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3)本章の構成

　まず、集落協定を締結した協定集落を含む 80 のセンサス集落を対象に 2）アンケート調

査をおこない、作業箇所数・作業内容数から共同の維持管理の実態を把握し、 型化し整

理する。次に集落の 型に基づいて、 型間の土地条件・耕作条件の差異を明らかにする。

さらに、特徴的な 4 つの 型から事例集落を選出し、具体的な維持管理の方法・場所・主

体をヒアリングする。そして、 型間の土地条件・耕作条件の差異とヒアリング結果の関

係から、共同の維持管理の差異がどのような要因によって影 を受けるかについて、推察

する。
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２—２　共同の維持管理の実態

(1)アンケート調査の概要

　共同の維持管理では、実際にどのような空間でどのような作業が行われているかの実態

を把握するため、7 空間 38 作業箇所を 定し 3）、それぞれについて過去 1 年間の内に 7 つ

の作業内容を行ったかどうかを把握するアンケート調査を、集落協定を締結した協定集落

を含む 80 のセンサス集落の代表者に対して行った 4）。有効回答 51 集落、有効回答率 63.8％

であった。調査結果を表 2-2 に示す。

表 2-2　維持管理を行った集落数
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(2)作業を実施した集落数

　「集落の中心となる道」における清掃・草刈りや「集会所・公民 」における「清掃」

「草刈り」をおこなった集落数が 40 を え、よく維持管理が行われている。その他、「住

居間の小道」「畦道」「参道」「水路」「 火施 」「神社」「共同墓地」においても「清掃」

「草刈り」を行っている集落が多い。また、「河川・湖沼」「ため池」「耕作放棄地・休耕

地」「法面」の「草刈り」や「ゲートボール場」の「清掃」を行っている集落も多い。

(3)維持管理による集落 型

　維持管理の作業箇所と作業内容から集落を 型化する。横 には 38 作業箇所のうち、

集落が少なくとも 1 つは維持管理作業を行った作業箇所の数（以下、作業箇所数）をとり、

縦 には 38 の作業箇所と 7 の作業内容でできる 266 のマトリックスのうち、集落が行っ

た作業箇所と作業内容で占めることのできるマトリックスの数（以下、作業箇所数×作業

内容数）をとった。この縦 と横 によってできる座標上に各 51 集落を分布し、図 2-3

の 型フローにもとづいて 5）、7 つの維持管理グループとしたものが図 2-4 である。

　それぞれのグループについて維持管理を行った集落の割合を把握したものが表 2-5 であ

る。

図 2-3　集落 型のフロー
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1）A1 型【最少限の維持管理が行われているタイプ】

　最も維持管理が行われていない 型であるが、「集落の中心となる道」の「草刈り」だ

けは 100％の集落で行われている。この他、過半数の集落で行われているのは「集落の中

心となる道」の「清掃」と「集会所・公民 」の「清掃」と「草刈り」だけである。

2）A2 型【道空間を中心に維持管理が行われているタイプ】

　あまり維持管理が行われていない 型である。A1 型でよく維持管理が行われていた「集

落の中心となる道」と「集会所・公民 」以外の作業箇所で、過半数の集落が維持管理を

行っているのは「住居間の小道」の「草刈り」「除雪」、「畦道」の「草刈り」、「参道」の

「清掃」、「水路」の「清掃」「草刈り」であり、道空間での維持管理が特によく行われて

いる。

3）A3 型【平均的な維持管理がおこなわれているタイプ】

　この型は 1 次集 （表 2-2）の結果と 似の傾向を示しているので平均的な維持管理を

行っている 型であると考えられる。A2 型でよく維持管理が行われていた作業箇所・作業

内容に加えて、「 火施 」の「草刈り」「見回り点検」や「神社」の「清掃」「草刈り」

が過半数の集落で行われている。

4）B1 型【作業箇所がやや多いタイプ】

　A3 型に比べて 4 つ多い 12 の作業箇所で過半数を える集落が維持管理を行っている。A3

型でよく維持管理されていた作業箇所・作業内容に加えて、「簡易水道」の「清掃」「草刈

り」、「耕作放棄地・休耕地」の「草刈り」、「法面」の「草刈り」、「ゲートボール場」の「清

掃」が過半数の集落で行われている。

5）B2 型【作業箇所が多いタイプ】

　最も多い 26 の作業箇所で過半数を える集落が維持管理を行っている。特徴的なのは

「水路」での「清掃」「草刈り」、「ため池」での「清掃」「草刈り」、「水 」の「草刈り」

といった水空間の維持管理をすべての集落で行っていることである。また、「共有林」で

の「草刈り」はすべての集落が行い、「共有田・共有畑」の「草刈り」や「共同墓地」の

「清掃」「草刈り」も過半数の集落で維持管理をしているなど共有地の維持管理もよく行

われている。さらに、「空き家」や「耕作放棄地、休耕地」での「草刈り」も過半数の集

落で行われている。
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6）C1 型【やや作業内容が充実しているタイプ】

　A3 型に比べると、特徴的なのは同一作業箇所での作業内容が充実していることである。

「集落の中心となる道」では「清掃」「草刈り」「除雪」「見回り点検」「簡易補修」の 5 つ

の作業内容を過半数の集落で行っている。この他に 3 つ以上の作業内容を過半数の集落が

行っている作業箇所に「住居間の小道」「畦道」「水路」「集会所・公民 」「 火施 」「神

社」がある。

7）C2 型【作業内容が充実しているタイプ】

　C1 型よりもさらに作業内容が充実している集落である。「清掃」「草刈り」「除雪」「見回

り点検」「 獣害 止」「簡易補修」「改良」のすべての作業内容を過半数の集落が行って

いる作業箇所は、「集落の中心となる道」「住居間の小道」「畦道」「参道」「河川・湖

沼」「水路」「集会所・公民 」「 火施 」「集・出荷場・加工場、水車小屋」「神社」で

ある。
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(4)維持管理の簡略化の傾向

　7 つの維持管理のグループを図 2-6 のように、よく維持管理が行われるグループからあ

まり維持管理が行われないグループまでを連続的に整理し、維持管理の簡略化の傾向を把

握した。

　比 的よく行われている共同の維持管理は大別して 2 通りあり、1 つは B2 型のように多

くの作業箇所で清掃・草刈り程度の作業内容をおこなっているものであり、もう 1 つは C2

型のように作業箇所はそれほど多くないが維持管理をする作業箇所での作業内容が充実し

ているものである。前者は多様な箇所で維持管理をおこなっており、後者は作業箇所が限

定的だが多様な作業内容の維持管理をおこなっていると える。どちらにせよ、作業箇所

数・作業内容数が減少していくと、道路全般、水路、集会所・公民 、 火施 、神社の

清掃・草刈り程度の維持管理を行う A3 型に集約していくものと考えられる。さらに減少

すると道路全般、集会所・公民 の清掃・草刈り程度の A2 型となり、最後には集落の中

心となる道、集会所・公民 の清掃・草刈り程度の A1 型となると考えられる。

図 2-6　共同の維持管理の 型の整理
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２—３　集落の立地環境の影ḯ

　共同の維持管理が集落の立地環境から影 を受けているのではないかと考え、各 型間

の土地条件と耕作条件 6)の差を検証した。

(1)2 型間の土地条件の差異

　有効回答のあった 51 のセンサス集落のＳ：1/25000 の地形図における集落を中心とした

約 1.7km 四方の領域 7)を対象とした。図 2-7 に示すフロー8)にもとづいて集落の立地する土

地の形状を 4 つに分 した。集落数の少ない 原タイプ・山麓タイプを除き、7 つの維持

管理グループとクロス集 したものが表 2-8 である。

スタート

標
1000Ｍ
以上で
ある

標 400Ｍ
未満である

YES

原タイプ
　1集落

山麓タイプ
　2集落

NO 山間の
地に位置
する

YES YESNO

NO

山腹タイプ
30集落

間タイプ
18集落

図 2-7　集落の立地する土地の形状による 型フロー

2　　　　　　

図2-7-12山腹タイプのブロックダイアグラム　図2-7-22 間タイプのブロックダイアグラム

　図 2-6 の各 型間で土地条件による明確な差があるかないかについて、それぞれ有意水

準 10％でχ2 検定を行った結果、「A2 型-A3 型間」において有意差が認められた。一方、有

意差の認められなかった「A1 型-A2 型間」「A3 型-B1 型間」「B1 型-B2 型間」「A3 型-C1 型
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間」「C1 型-C2 型間」においては、 型の違いに土地の形状が影 を及ぼしてはいないと

判断できる。

　よって、A1 型・A2 型は過半が 間タイプに立地する集落であり、A3 型・B1 型・B2 型・

C1 型・C2 型は過半が山腹タイプに立地する集落であることには差があると える。(図 2-

9)

　表 2-82土地条件と各 型のクロス集Ầ 　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図 2-92土地条件にみる各 型間の有意差 　　

(2) 型間の耕作条件の差異

1）1970 年時点での稲作面積率

　有効回答のあった 51 のセンサス集落を対象に、1970 年における経営耕地面積に占める

田の面積の比率（以下、1970 稲作面積率）と 7 つの維持管理グループの関係を整理したも

のが図 2-10 である。

　　図2-10　1970稲作面積率と各 型の関係2　図2-1121970稲作面積率にみる各 型間の有意差
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　図 2-6 の各 型間で 1970 稲作面積率に差があるかないかについて、一元配置の分散分析

法により有意水準 1％で検定したところ、「A3 型-B1 型間」において有意差が認められた。

また、有意水準 5％で検定したところ「A3 型-C1 型間」において有意差が認められた。一

方、有意差の認められなかった「A1 型-A2 型間」「A2 型-A3 型間」「A3 型-B1 型間」「B1 型-

B2 型間」「C1 型-C2 型間」においては、 型の違いに 1970 稲作面積率が影 を及ぼしては

いないと判断できる。

　よって、A1 型・A2 型・A3 型は 1970 稲作面積率が概ね 40％~60％と比 的 く、B1 型・

B2 型・C1 型・C2 型は 1970 稲作面積率が概ね 20％~50％と比 的低いことには差がある

と える。(図 2-11)

2）2000 年時点での稲作面積率

　有効回答のあった 51 のセンサス集落を対象に、2000 年における経営耕地面積に占める

田の面積の比率（以下、2000 稲作面積率）と 7 つの維持管理グループの関係を整理し、図

2-6 の各 型間で 2000 稲作面積率に差があるかないかについて、一元配置の分散分析法に

より検定を行ったが、全ての 型間で有意差は認められなかった。

(3)小括

　以上から各 型間の土地条件の差については A2 型と A3 型の間に有意差があり、耕作条

件の差については A3 型と B1 型、A3 型と C1 型の間に有意差があることが明らかになった。

　つまり、共同の維持管理は土地条件・耕作条件、作業内容充実の差異から見ると「A1 型・

A2 型」「A3 型」「B1 型・B2 型」「C1 型・C2 型」の大きく 4 つのまとまりとして捉えること

ができると える。
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２—４　ヒアリング調査

(1)調査の概要

　前章で明らかになった有意差の基となる要因を抽出するために、ヒアリング調査を行っ

た。調査対象集落を選定するにあたり特徴的な 型である A1 型・A3 型・B2 型・C2 型から

集落 模が同程度の集落を選出した。特に維持管理がよく行われている作業箇所である「道

路全般」「水路」「集会所・公民 」「 火施 」「神社」を中心に具体的な維持管理の方法・

場所・主体等について、集落の代表者である区 に対してヒアリング調査を行った。また

後日、現地踏査を行い、ヒアリング調査を補った。（表 2-12）

表 2-12　ヒアリング対象集落のᶉ模比2000）פ 年農業センサス）と調査日程
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(2)ヒアリング結果

　ヒアリング結果をまとめ、大きく 1）水利システムの違い、2）道普請の方法の違いから

整理すると各 型の違いが以下のように明らかになった。（表 2-13、表 2-14）

1）2水利システムの違い

　A1 型の中組では水源となっているのは低平坦 を流れる聖川と個人所有のため池である。

このため水路の管理はすべて耕作者の集まりで行われ、組で管理することがなく水利係や

水利組合は存在しない。

　これに対し A3 型の荒井、B2 型の百舌原では大字で共用のため池が水源として存在し、

その管理を大字全体で行うとともに、本線（オオセゲ）と呼ばれる大字共用の水路が存在

しこれも大字全体で管理する。本線から各集落（組）へ引かれた集落の中心 を通る水路

は各集落で管理し、消 用などに利用され、さらに耕作者の集まりで管理する支線（エダ

セゲ）へと分水し農業用水として利用管理している。このため大字単位での水利組合や各

集落での水利係などの組織が構成されている。

　C2 型の 沢も基本的に A3 型の荒井、B2 型の百舌原と同様であるが、ため池と本線（オ

オセゲ）は他の大字のものであり、そこから枝分かれした水路から 沢が利用管理してい

る。「市が合併して（中略）大字がなくなった」のは、水利システムと大字の範囲が密接

に関係しているものといえる。また、水当番という独特なシステムを持っていることも興

味深い。

2）2道普請の方法の違い

①体制の違い

　A1 型の中組では、所有する農地に 接・ 接する箇所を所有者が維持管理している。A3

型の荒井では、道普請を行う箇所を班・ 保に相当する伍 毎に分担して維持管理を行っ

ている。

　これに対して B2 型の百舌原、C2 型の 沢では、全戸から総出で一緒に維持管理を進め

る方法を取っている。また、道普請の後に慰労会を行っている。

②維持管理の箇所の違い

　A1 型の中組、A3 型の荒井、C2 型の 沢では、集落の中心を通る市道などの主要な道路

を道普請し基本的に農道は 接する農地を耕作する人の集まりによって管理されている。

　これに対して B2 型の百舌原は、北西 の急傾斜面の耕地周辺を除いては農道も含めて

ほぼ集落域にある道の殆どで道普請を行っている。
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③集会所・公民 、神社の維持管理との関係の違い

　A1 型の中組、A3 型の荒井では、集会所・公民 や神社の維持管理を道普請などと同時

に組で行っている。A1 型の中組では道普請の同日に祭りも行っている。

　これに対して、B2 型の百舌原、C2 型の 沢では、若衆頭や老人会など組の下 組織な

ども集会所・公民 や神社の維持管理に関わっており、道普請と同日に行うわけではない。
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２—５　共同の維持管理の差異に影ḯを与える要因の推察

1）共同の維持管理において A1 型・A2 型では道空間と集会所・公民 程度である作業箇所

が、A3 型以降は水路や 火施 など水に関わる作業箇所が 増加する。そして、土地条件

から見ると A2 型と A3 型の間に有意差があることが明らかになった。これらはヒアリング

の調査対象集落の比 から、土地条件に 因する水利システムの違いの現れであると推察

できる。

2）共同の維持管理において A3 型から B1 型、B2 型となるにしたがい作業箇所数が増え、A3

型から C1 型、C2 型となるにしたがい作業内容が充実していく。そして、耕作条件から見

ると A3 型と B1 型、A3 型と C1 型の間には有意差があることが明らかになった。ヒアリン

グの調査対象集落の比 からは A1 型の中組、A3 型の荒井は集会所・公民 や神社の維持

管理を道普請などと同時に組で行っているが、B2 型の百舌原、C2 型の 沢においては、

若頭集・老人会など下 組織が神社や公民 の維持管理作業を支えている。つまり、下

組織が継続していないと神社や公民 の共同の維持管理が簡略化される要因となるものと

推察できる。また、 型間の有意差との関係を勘案すると,耕作条件の違いがその差異の

一因である可能性がある。

3）A3 型から C1 型、C2 型となるにしたがい作業内容が充実していく。他のヒアリングの

調査対象集落と比 すると C2 型の 沢では大字が無く、本来大字の区 がすべき補修や

改良の仕事を行っていたことに 因すると考えられる。今回のアンケート対象がセンサス

集落であったことから、大字（区）に相当する集落にもアンケートの回答を求めた。それ

ゆえ、こうした結果があらわれたものと推察できる。
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２—６　まとめ

（1）結果の要約

　 野市山間 の集落を対象としたアンケート、土地条件・耕作条件による 型間の差の

検証、ヒアリングの調査対象集落の比 から共同の維持管理の実態とその要因、および維

持管理の簡略化の傾向について分析をおこなった。結果は以下の通りである。

①作業箇所と作業内容から集落を 7 つに 型化し,共同の維持管理の実態を明らかにした。

②よく維持管理が行われている 型からあまり維持管理が行われていない 型までを整理

し、維持管理の簡略化の傾向を明らかにした。

③共同の維持管理は土地条件・耕作条件、作業内容充実の差異から見ると「A1 型・A2 型」

「A3 型」「B1 型・B2 型」「C1 型・C2 型」の大きく 4 つのまとまりとして捉えることができ

ること。

④地形が水利システムの基礎をなし「ため池・水路の共用の有無」に影 し、それが集落

内の水利に関する組織と関連し、水利・ 災に関する共同の維持管理に影 を与える要因

と考えられること。

⑤集落内の下 組織が神社や公民 に関する共同の維持管理と道普請とを同時に行うか否

かに影 を与える要因と考えられること。
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＜補注＞

1）小田切（2001）を参照した。集落協定とは 2000 年度より導入された中山間地域等直接

支払制度における根幹的な制度である。基本的には中山間地域等直接支払制度は集落協定

の締結を助成金の支払い条件にしている。それは集落の共同性を基盤とする取り組みが耕

作放棄の 止や多面的機能の確保に効果があると考えられているからである。また、集落

に支払われる交付金の使途も比 的自由であり、それぞれの集落において共同性を活かし

た独自の内発的な取り組みの展開も期待されている。つまり、中山間地域の集落において

自治的な運営である共同的な取り組みを維持し創造しながら、いかに環境や景観を維持し

形成していくかが問われていると考える。本研究は、そのための一つの切り口として維持

管理に着目するものである。

2)協定集落は一定条件を満たす一団の農用地の管理者の集まりであり、必ずしも集落環境

を包括的に維持管理する集まりではない。また、 野市の場合、市町村合併を繰り替えし

てきたために、区などの集落内の自治行政組織なども複 化しており、集落を捉える単位

として適切ではない。そこで、本章では農業センサスにおけるセンサス集落を研究対象と

して採用した。1 つのセンサス集落内に複数の協定集落がある場合があるので、80 のセン

サス集落は 108 の協定集落（平成 12 年 12 月現在）を含む。

3）共同の維持管理において,集落の共同空間に着目し、加藤ら（1989）を基本としつつ、

野市（2000）及び 野市（2001）を参考にして、項目 定を行った。

4）2001 年 5 月 14 日に対象となるセンサス集落を含む区（大字）の区 に 送配布し、セ

ンサス集落の代表者が区 と一致する場合はその区 に記入してもらい、一致しない場合

は区 から各センサス集落（組）の代表者への配布を依頼した。回収も区（大字）の区

に依頼した。

6）「平均と、平均と原点を結ぶ直線」を指標として A グループ、B グループ、C グループ

に分 することにした。51 集落の延べの作業箇所数が 664 なので、664÷51≒13.01。また、

同様に延べの作業箇所数×作業内容数は 1924 なので、1924÷51≒37.72。さらに 37.72÷

13.01≒2.89。以上から図 4 の座標中に（13.01,37.72）を取り、作業箇所数 13.01 以下か

つ、作業箇所数×作業内容数が 37.72 以下の集落を A グループとした。さらに y=2.89x の

直線を引き、y=2.89x 以下に位置する集落を B グループとし y=2.89x 以上に位置する集落

を C グループとした。次に、A グループは 26 集落と B グループ・C グループよりも集落数

が多く、作業箇所数 7 に分布する集落がなく作業箇所数 10 に分布する集落が 1 つである

という分布状況から、さらに 3 つに分 することとし、作業箇所数の最小値である 3 と平

均値 13.01 を間を 3 等分し、（13.01-3）÷3≒3.34 なので 3+3.34=6.34、6.34+3.34=9.68

であり、6.34 と 9.68 を 型の境とした。B グループは最大の値をとっている広瀬の作業
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箇所数 28 と平均の作業箇所数 13.01 の間を取り、（28+13.01）÷2≒20.50 なので、作業箇

所数 20 以下と 21 以上を 型の境とした。すべての集落は y=x 以上に分布するので、C グ

ループは、y=x と y=2.89x の比例係数の差 1.89 を平均の比例係数 2.89 を加えた 4.78 を比

例係数とする y=4.78x を指標とし、y=4.78x 以下を C1 とし、y=4.78x 以上を C2 とした。

6）土地条件は、集落が立地する地理的な要因として土地の形状から把握する。耕作条件

は、水田稲作によって水の管理などの集落単位の共同作業が必要になることから稲作面積

に着目し、 度経済成 前後と現在の対比の視点から 1970 年時点と 2000 年時点での経営

耕地面積に占める田の面積比率を指標とする 。

7) 齋木(1989)を参照した。

8)斎木（1986）において、立地する地形から集落空間を 11 に分 している。その内、「中

山間地域」に該当すると思われるものは 1 分 から 4 分 である。1 分 は山地・丘陵地

の尾根・山腹型の緩斜面であり、2 分 ・3 分 は山地・丘陵地の山間 底平野と括るこ

とができ、4 分 は山地・丘陵地と低地の境界域と理 できる。また、中村ら（1983）に

おいても集落の立地の形態として、六つのタイプにわけており、「中山間地域」に該当す

るものとして、「山腹・山頂、 あい、ふもと」の 3 つがあると思われる。以上を踏まえ、

本研究では「山腹タイプ」「 間タイプ」「山麓タイプ」とし有効回答の得られた 51 集落

がどのタイプに属するかを検討することを 型の基本とした。1 集落が山地にありながら

尾根・山腹ではなく 原的な緩斜面に位置しているので「 原タイプ」として独自に 加

した。なるべく客観性を めるために標 という数量的なデータを用いながら、再現性の

あるフローを作成した。
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